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ウイスキーの表示に関する公正競争規約 

 
昭和５５年 ７月３０日認定 昭和５５年 ８月 ７日公正取引委員会告示第２２号制定 
平成 元年 ９月２２日認定 平成 元年１０月 ２日公正取引委員会告示第１６号変更 
平成 ９年 ８月１１日認定 平成 ９年 ８月１１日公正取引委員会告示第６０号変更 
平成１９年 １月２２日認定 平成１９年 ２月 １日公正取引委員会告示第 ７号変更 

       平成２１年 ８月２５日認定 平成２１年 ８月３１日公正取引委員会告示第１７号変更 
 

                                     日本洋酒酒造組合 
 

（目的） 

第１条 この公正競争規約（以下「規約」という。）は、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律

第134号）第11条第1項の規定に基づき、ウイスキーの取引について行う表示に関する事項を定めること

により、不当な顧客の誘因を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な

競争を確保することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規約で「ウイスキー」とは、酒税法（昭和28年法律第６号）第２条に規定する酒類のうち、

同法第３条第15号に掲げる酒類（輸入ウイスキーを除く。）をいう。 

２ この規約で「事業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和28年法律第７号）第２

条第２項に規定する酒類製造業者のうちウイスキーを製造して販売する者及びこれに準ずる者をいう。 

３ この規約において「表示」とは、「不当景品類及び不当表示防止法第２条の規定により景品類及び表

示を指定する件」（昭和37年公正取引委員会告示第３号）第２項各号に規定するものをいう。 

  （必要な表示事項） 

第３条 事業者は、ウイスキーの容器又は包装に、次に掲げる事項を、それぞれ施行規則で定めるところ

により、見やすい場所に邦文（算用数字又は慣用記号を含む。）で明りように表示しな ければならない。 

 ⑴ 酒類の品目 

 ⑵ 原材料及び添加物 

 ⑶ アルコール分 

 ⑷ 容器の容量（内容量） 

 ⑸ 発泡性を有するものにあつては、その旨 

 ⑹ 製造者の氏名又は名称 

 ⑺ 製造場の所在地 

  （特定事項の表示基準） 

第４条 事業者は、熟成年数の異なるものをブレンドしたウイスキーに熟成年数を表示する場合において

は、ブレンドしたもののうち最も熟成年数の若いものの熟成年数をもつて、当該ウイスキーの熟成年数

として表示するものとする。 

２ 事業者は、原産国について誤認されるおそれがある場合には、当該原産国を施行規則で定めるところ

により、表示しなければならない。   

（その他の表示事項等） 

第５条 日本洋酒酒造組合（以下「組合」という。）は、第１条の目的を達成するため、特に必要がある

と認められる場合は、第３条及び前条に規定する事項のほか、これらの事項に関連する表示事項又は表

示基準を施行規則により定めることができる。   

（不当表示の禁止） 

第６条 事業者は、ウイスキーの取引に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 
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 ⑴ ウイスキーでないものをウイスキーであるかのように誤認されるおそれがある表示 

 ⑵ 熟成年数について誤認されるおそれがある表示 

 ⑶ 一部のものの事実をもつて全体のものであるかのように誤認されるおそれがある表示 

 ⑷ 他の事業者又は他の事業者に係るウイスキーを中傷し、又はひぼうするような表示 

 ⑸ 輸入品でないものを輸入品であるかのように、又は輸入品を輸入品でないかのように誤認されるお

それがある表示 

 ⑹ 賞でないものを賞であるかのように誤認されるおそれがある表示 

 ⑺ 自己の取扱う他の商品又は自己の行う他の事業で受けた賞、推奨等を当該商品について受けたもの

であるかのように誤認されるおそれがある表示 

 ⑻ 生産規模、生産設備、販売量、販売比率その他事業者の実態について、客観的事実に基づくもの又

は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優位にあると誤認されるおそれがある表

示 

 ⑼ 前各号に掲げるもののほか、自己の製造し販売するウイスキーの内容又は取引条件について、実際

のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると誤認され

るおそれがある表示 

  （規約の実施機関） 

第７条 組合は、この規約の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 ⑴  この規約の周知徹底に関すること 

 ⑵ この規約についての相談及び指導に関すること 

 ⑶ この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること 

 ⑷ この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること 

 ⑸ 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること 

 ⑹ 一般消費者からの苦情処理に関すること 

 ⑺ 輸入ウイスキーの表示に関する公正競争規約の実施機関との連絡、調整等に関すること 

 ⑻ 関係官公庁との連絡に関すること 

 ⑼ その他この規約の施行に関すること 

   (違反に対する調査) 

第８条 組合は、第３条、第４条若しくは第６条の規定又は第５条の規定に基づく施行規則に違反する事

実があると思料するときは、当該事業者から事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から

意見を求め、その他事実について必要な調査を行うことができる。 

２ 事業者は、前項の規定に基づく組合の調査に協力しなければならない。 

３ 組合は、前項の規定に違反して調査に協力しない事業者に対し、調査に協力すべき旨を文書をもって

警告し、これに従わないときは、理事会の議決により３万円以下の違約金を課すこと ができる。 

   (違反に関する措置) 

第９条 組合は、第３条、第４条若しくは第６条の規定又は第５条の規定に基づく施行規則に違反する行

為があると認めるときは、その違反行為を行つた事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な

措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これら

に関連する事項を実施すべき旨を文書をもつて警告することができる。 

２ 組合は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従つていないと認めるときは、理事会の議決

により、当該事業者に対し、３０万円以下の違約金を課し、又は必要があると認めるときは、消費者庁
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長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。 

３ 組合は、前条第３項又は本条第１項若しくは第２項の規定による措置をしたときは、その旨を遅滞な

く、文書をもって消費者庁長官及び国税庁に報告するものとする。 

  （違反に対する決定） 

第10条 組合は、第８条第３項又は前条第２項の規定により違約金を課そうとする場合には、採るべき措

置の案（以下「決定案」という。）を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。 

２ 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から20日以内に組合に対して文書によつて異議の申立てを

すること ができる。 

３ 組合は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、こ

れらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。 

４ 組合は、第２項に規定する期間内に異議の申立てがなかつた場合には、速やかに決定案の内容と同趣

旨の決定を行うものとする。 

  （施行規則の制定） 

第11条 組合は、この規約の実施に関する事項について施行規則を定めることができる。 

２ 前項の施行規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に消費者庁長官及び公正取引委員会の承

認を受けるものとする。 

 

附 則 

この規約は、昭和５５年１０月１日から施行する。  

ただし、第３条の規定は、昭和５６年４月１日から、第８条（第３号及び第４号を除く。）の規定は、

認定の告示のあった日から施行する。 

 

附 則 

この変更後の規約は、平成元年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この規約は、公正取引委員会の認定告示があった日(平成９年８月１１日)から施行する。 

２ この規約の施行前において事業者がした行為については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示があった日（平成１９年２月１日）から施行する。 

２ この規約の変更の施行前に事業者が行った表示については、なお従前の例による。 

 

 

附 則 

 この規約の変更は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行日（平成２１年９月１日）から施行する。 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


